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甲府市上下水道局サービスセンター業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

第１ 目的 

この要領は、甲府市上下水道局サービスセンター業務（以下「本業務」という。）にお

ける事務の効率化とお客様サービスのより一層の向上を図るため、本業務の受託を行い得

る能力を有する民間事業者の中から、業務に対する意欲、資質及び運営ノウハウ等総合的

に優れた事業者を公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）により選考し、

その業務を委託するために必要な事項を定めることを目的とします。 

 

第２ 業務概要 

１ 業務名称 

 甲府市上下水道局サービスセンター業務委託 

２ 業務内容及び業務委託要求水準 

別紙「甲府市上下水道局サービスセンター業務委託要求水準書（以下「要求水準

書」という。）」に記述する業務及び提案等に基づいた内容の業務。 

３ 委託期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間とします。 

４ 提案見積限度額 

８５７，３３０，０００円（消費税及び地方消費税を除く） 

※ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではありません。 

 なお、契約の日から平成３１年３月３１日までは事前準備期間とし、業務の引

継ぎ、研修等に必要な経費等は受託者の負担とします。 

 

第３ 参加資格 

 プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とします。 

(1) 甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で

あること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また、

法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

(4) 本件にかかる公告日から優先交渉権者決定までの間に、「甲府市上下水道局物品

供給（入札等）制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停

止等措置要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に
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基づく指名停止処分を受けていない者であること。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなされ

ている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加

資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

(6) 直近２年間の国税及び地方税に滞納がないこと。 

(7) 過去３年以内に、給水人口１５万人以上の水道事業体において、本業務委託内容

と同種または類似の業務を受託した実績があること。 

(8) 常時雇用関係があり、かつ、本業務委託内容と同種または類似の業務について３

年以上の実務経験を有する業務責任者及び２年以上の実務経験を有する副業務

責任者を配置できる者であること。 

(9) 本業務の目的達成に必要な業務従事者を配置できる者であること。 

(10) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく給水装置工事主任技術者の資格を

有する者を常時配置できること。 

(11) プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

の認証を取得していること。 

(12) 単体企業であること。 

 

第４ スケジュール 

 日程は、状況により変更する場合があります。 

(1) プロポーザル実施の公告 平成３０年７月１８日（水） 

(2) 参加申込書の提出期限 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ３ 日 （ 金 ） 

(3) 参加資格の確認期間 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ９ 日 （ 木 ） 

(4) 参加資格確認通知書等の発送 平成３０年８月１０日（金） 

(5) 閲覧希望資料届出書の受付期間 
平成３０年８月１０日（金）から 

平成３０年８月１６日（木）まで 

(6) 資料閲覧 
平成３０年８月２２日（水）予定 

別途通知 

(7) 質問書提出期間 
平成３０年８月２２日（水）から 

平成３０年８月２８日（火）まで 

(8) 質問書回答日 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ４ 日 （ 火 ） 

(9) 企画提案書、提案見積書等の受付及び提

出期限 
平成３０年９月１９日（水）まで 

(10) プレゼンテーション及びヒアリング 平成３０年１０月上旬 別途通知 

(11) 優先交渉権者の決定 平成３０年１０月中旬 

(12) 優先交渉権者選考結果通知書等発送 平成３０年１０月下旬 別途通知 
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(13) 契約内容に関する詳細打ち合わせ 平成３０年１１月上旬 より随時 

(14) 事前準備期間（事務引継、業務習熟等） 
契約締結日 から 

平成３１年３月３１日（日）まで 

(15) 業務開始 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 （ 月 ） 

≪注意点≫ 

(1) 提出期間内に甲府市上下水道局へ必着とします。 

(2) 提出期間における受付時間は全て平日（月曜日から金曜日。祝日を除く。）の午

前９時から午後４時までです。 

(3) 書類等の提出方法及び連絡方法は各項目所定の方法で行ってください。 

(4) 提出期間経過後は如何なる理由があっても受付しません。 

 

第５ 問い合わせ先及び提出先 

〒400-0046甲府市下石田二丁目２３番１号 

甲府市上下水道局業務部営業管理室営業課（以下「担当部署」という。） 

電話 ０５５－２２８－３３１２ 

電子メール jougeeigyo@city.kofu.lg.jp 

 

第６ 参加申込書の提出 

１ 参加申込みに係る提出書類 

書類名 備 考 

(1) 参加申込書（第 1号様式-1） 担当者等を記載すること 

(2) 会社概要関係書類 

（第 1号様式-2） 

資本金、所在地、業務内容、従業員数、社歴、個

人情報保護への取組み内容等が確認できること 

(3) 財務諸表（任意様式） 直近２年分の貸借対照表及び損益計算書 

(4) 労働条件関係書類 

（任意様式） 

就業規則及び労働基準法第３６条第１項に基づ

く協定書の写し 

(5) 必要資格関係書類 

（任意様式） 

業務責任者及び副業務責任者への就任予定者が

資格要件証明書類及び給水装置工事主任技術者

の資格を有する証明書類 

(6) 賠償保険加入状況関係書類 

（任意様式） 
賠償保険証等の写し 

(7) 同種又は類似業務受託実績表 

（第 1号様式-3） 

過去３年以内に、給水人口１５万人以上の規模の

水道事業体における受託実績等 

(8) 同種又は類似業務受託実績に

おける委託契約書の写し 

（任意様式） 

実績を証明できる書類も可とする 

mailto:jougeeigyo@city.kofu.lg.jp
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(9) 国税及び地方税に滞納がない

ことの証明書 
直近２年間のもので、提出日３箇月以内のもの 

(10) 情報セキュリティ等の認証取

得を証明する書類 

プライバシーマークの認定又は情報セキュリテ

ィマネジメントシステム（ISMS）の認証の写し 

２ 提出期限 

平成３０年８月３日（金）午後４時（必着） 

３ 提出方法 

担当部署に持参又は郵送（以下宅配便含む。）とします。郵送とする場合は、そ

の旨を事前に担当部署へ連絡し、配達の記録が残る方法とします。 

４ 提出部数 

代表者印押印のもの１部 

 

第７ 参加資格確認通知書等の発送 

発送予定日 平成３０年８月１０日（金） 

全ての参加申込者に対して、郵送により参加資格確認通知書等を送付します。 

 

第８ 資料の閲覧届出書 

１ 受付期間 

平成３０年８月１０日（金）から平成３０年８月１６日（木）午後４時（必着） 

２ 閲覧方法 

「サービスセンター業務委託閲覧希望資料届出書」（第 5 号様式）を用いて、持

参、電子メール又は郵送により提出してください。なお、電子メールにて提出の

場合は件名に【〔参加事業者名〕：「閲覧希望資料届出書」】と明記し、担当部署ま

で送付してください。ただし、その際の到達確認は、送付者の責任において行っ

てください。 

３ 閲覧について 

(1) 資料閲覧の参加人数は、１事業者につき３名までとし、資料の持ち出し及

び撮影等は認めません。 

(2) 資料等の閲覧において知り得た情報は、他に漏らすことやプロポーザルに

関わる検討以外の目的で使用することを禁止します。 

(3) 資料閲覧届出書の提出がない場合は、閲覧の必要がないと判断したものと

みなします。 

４ 閲覧日及び閲覧時間 

閲覧日 平成３０年８月２２日（水）予定 

閲覧時間については、担当部署より別途通知します。 

なお、指定日時以外の資料の閲覧は認めません。 
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第９ 質問の受付及び回答 

１ 受付期間 

平成３０年８月２２日（水）から平成３０年８月２８日（火）午後４時（必着） 

２ 質問方法 

「サービスセンター業務委託質問書」（第 6 号様式）を用いて、持参、電子メー

ル又は郵送により提出してください。なお、電子メールにて提出の場合は件名に

【〔参加事業者名〕：「質問書」】と明記し、担当部署まで送付してください。ただ

し、その際の到達確認は、送付者の責任において行ってください。 

３ 質問について 

質問書の提出がない場合は、質問の必要がないと判断したものとみなします。 

４ 回答日 

平成３０年９月４日（火） 

甲府市上下水道局ホームページへ掲載します。 

  

第１０ 企画提案書及び提案見積書の提出 

１ 提案に係る提出書類 

書類名 提出部数 

(1) 企画提案書 

（表紙以外は任意様式） 
１０部（正本１部／副本９部） 

(2) 提案見積書（第 9号様式） 
１部 

(3) 積算内訳書（様式任意） 

２ 企画提案書の作成方法 

(1) 企画提案書は、日本語を使用するものとし、Ａ４版縦置き、横書き、左

綴り、袋とじにて作成してください。なお、資料等でＡ３版を使用する

場合は折綴りとしてください。 

(2) 表紙には「甲府市上下水道局サービスセンター業務委託企画提案書」（第

7 号、第 8 号様式）を使用し、正本の表紙は第 7 号様式、副本の表紙は

第 8号様式を使用してください。 

(3) 最初のページには目次を付け、各ページに番号を付してください。 

(4) 資料等を含めＡ４版両面印刷で５０枚程度までとします。 

(5) 電子媒体での提出は認めません。 

(6) 要求水準書等、担当部署が事前に公開した各種資料の内容を前提として

作成してください。 

(7) 記載する内容は全て業務における実施義務事項として提案者が提示し、

契約するものであることに留意してください。 

(8) 実施義務でなく、参考として記載が必要である場合には【参考】と明示
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し、記載する用紙を分け、混同する可能性を排除してください。 

(9) 企画提案書の記述にあたっては、説明を要せずとも企画提案書を読んで

理解できる内容としてください。 

(10) 第１１に定める記載内容は必須として記入すべきものであり、これらの

項目において記入がない場合、評価できず失格となる場合がありますの

で、記入には十分留意してください。 

３ 提案見積書及び積算内訳書の作成方法 

(1) 消費税及び地方消費税を含まない金額を記載してください。 

(2) 提案見積書は、業務委託期間である５年間の総額を記載してください。 

(3) 積算内訳書は、提案見積書の内訳を年度ごとに記載してください。 

(4) 提案見積書と積算内訳書は、同じ封筒（長形３号）に入れて厳重に封か

んし、封筒の表書きに会社名を明記して提出してください。 

４ 提出期限 

平成３０年９月１９日（水）午後４時（必着） 

５ 提出方法 

担当部署に持参又は郵送とします。郵送とする場合は、その旨を事前に担当部署

に連絡し、配達の記録が残る方法とします。 

  

第１１ 企画提案書の記載内容 

  企画提案書は次の章立てに沿って、記載内容はなるべく簡潔で明瞭に作成してくださ

い。なお、(5)から(26)については、取り組み方及び考え方を記載してください。 

(1) 会社概要 

① 会社名 

② 本社及び支店等の所在地 

③ 業務内容 

④ 従業員数 

⑤ 主要取引銀行 

⑥ 公的認証の取得状況 

(2) 財務状況 

① 損益計算書（直近２年間） 

② 貸借対照表（直近２年間） 

③ キャッシュフロー計算書（直近２年間） 

④ 賞罰及び訴訟の履歴 

(3) 受託実績 

① 水道サービスセンター又は水道料金等徴収業務の受託実績 

② 受託事業体の規模（給水人口等） 

③ 受託している業務内容 
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(4) 業務体制及び業務履行計画 

① 業務体制 

ア 業務責任者及び副業務責任者の配置状況 

イ 業務責任者及び副業務責任者の担当する業務の内容 

ウ 業務従事者の配置状況（業務別の配置状況等） 

② 業務履行計画 

ア 業務履行の具体的な計画 

イ 業務を履行するにあたり特に注意する内容等 

(5) 地域貢献に対する考え方 

① 地元経済への貢献 

② 地元雇用への考え方 

③ その他 

(6) 開栓・閉栓等受付及び転居精算業務 

(7) 検針業務 

(8) 調定及び調定更正業務 

(9) 口座振替業務 

(10) コンビニエンスストア収納、クレジットカード収納業務 

(11) 納入通知書発送業務 

(12) 滞納整理及び給水停止業務 

(13) 収納証明書発行業務 

(14) 電子計算機器運用業務 

(15) 宅地内簡易漏水調査業務 

(16) 公金窓口収納業務 

(17) 総合案内及び電話交換業務 

(18) 井戸水用メーター等指針読み取り業務 

(19) 検定満期等に伴う水道メーター管理業務 

(20) 水道メーター上流等簡易漏水調査業務 

(21) 災害等緊急時の危機管理 

① 緊急時の連絡体制や出動体制 

② 災害等発生時の応援体制 

(22) 業務習得及び業務従事者研修 

① 業務習得 

② 業務従事者等への研修体制 

(23) 個人情報の保護 

(24) 企業の社会的責任の考え方 

① 人事労務 

② コンプライアンス 
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③ 環境配慮、社会貢献等 

(25) 業務改善 

(26) その他の業務提案 

 

第１２ プレゼンテーション及びヒアリング 

提出された企画提案書及び関連書類（以下「企画提案書等」）に基づき、次のとおり

プレゼンテーション及びヒアリングを行います。 

１ 日程 

開催日 平成３０年１０月上旬 

開催時間や場所等の詳細は「プレゼンテーション及びヒアリング参加要請書」（第

10号様式）により別途通知します。 

２ 出席人数 

４人以内（うちプレゼンターは業務責任者として配置する予定者であること。） 

３ 内容 

(1) プレゼンテーション ４０分以内 

(2) ヒアリング     ２０分程度 

４ 注意事項 

(1) プレゼンテーションの説明にあたり電子機器を使用することは可能です

が、使用する機器のうち、スクリーン以外は参加事業者において用意して

ください。 

(2) プレゼンテーションは、企画提案書の内容に沿って提案してください。 

(3) 提案時間終了の１０分前に合図をします。なお、提案の途中であっても、

４０分経過した時点で提案を終了していただきます。 

(4) 企画提案書等の提出時に添付していない資料等を新たに追加すること又

は別途配布することはできません。 

(5) 出席予定者は、第 10 号様式を受領後すぐに「プレゼンテーション及びヒ

アリング出席者届出書」（第 11号様式）を提出してください。 

(6) プレゼンテーション及びヒアリングの実施日に出席者が変更になった場

合、プレゼンテーションの開始前までに必ず担当部署へ届け出てください。 

(7) 第 11 号様式に届け出のない者のプレゼンテーション及びヒアリングへの

出席は認めません。 

５ 出席者届出書の提出方法 

担当部署に持参又は郵送とします。郵送とする場合は、その旨を事前に担当部署

に連絡し、配達の記録が残る方法とします。 

６ 議事録の作成 

プレゼンテーション及びヒアリングの説明事項及び質疑応答の内容についての

議事録を作成してください。なお、議事録は契約事項の一部になりますので留意
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してください。 

７ 議事録の提出期限 

プレゼンテーション及びヒアリング実施の翌日まで 

８ 議事録の提出方法 

電子メールでの提出とします。件名に【〔参加事業者名〕：「議事録」】と明記し、

担当部署まで送付してください。 

 

第１３ 選考について 

１ 審査委員会 

サービスセンター業務委託に関わる各種審査、優先交渉権者及び次点交渉権者

（以下「優先交渉権者等」という。）の選考は、甲府市上下水道局内に設置した、

「サービスセンター業務委託事業者選考審査委員会」（以下「審査委員会」とい

う。）において行います。 

２ 評価基準 

別紙「サービスセンター業務委託事業者選考基準」のとおりとします。 

３ 優先交渉権者の選考 

優先交渉権者等は、「サービスセンター業務委託事業者選考基準」に基づき、参

加事業者から提出された企画提案書等及びプレゼンテーションの内容について、

業務に対する理解度、意欲、的確性、業務履行手順及び業務責任者等配置の妥当

性、企画提案内容の根拠、解析力、表現力、創造性、説明能力等を審査委員会に

て評価及び採点を行い、選考の結果、評価総合点が最も高い参加事業者を優先交

渉権者とします。 

４ 評価総合点 

評価項目ごとに審査委員会の委員の点数を合計し、その平均点を採用します。小

数点以下の端数があるときは、小数点第３位を四捨五入するものとします。 

また、同点となった場合は、能力点が上位の参加事業者を優先交渉権者とします。 

 

第１４ 選考結果の通知 

１ 優先交渉権者への通知 

「サービスセンター業務委託優先交渉権者決定通知書」（第 12号様式）により通

知します。 

２ 次点交渉権者への通知 

「サービスセンター業務委託次点交渉権者決定通知書」（第 13号様式）により通

知します。 

３ 優先交渉権者等に選考されなかった参加事業者への通知及び説明請求 

「サービスセンター業務委託選考結果通知書」（第14号様式）により通知します。

第 14 号様式の発送日から１４日以内に限り、書面（様式は問いません）にて選
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考結果について説明を求めることができます。なお、提出方法は、持参、郵送の

みとします。 

４ 選考結果の説明 

当該参加事業者の評価総合点の合計点及び順位に限り書面にて回答するものと

し、審査内容及び他の参加事業者に関する説明等は行いません。 

５ 通知予定日及び通知方法 

通知予定日 平成３０年１０月下旬 

すべての提案者に対して、郵送により選考結果を通知します。 

また、審査結果は甲府市上下水道局ホームページへ掲載します。 

  

第１５ 契約手続等 

１ 契約の締結 

契約交渉の相手方決定後、速やかに要求水準書、契約書、企画提案書等及びプレ

ゼンテーションの内容に基づき契約条件等について協議の上、契約を締結します。 

２ 次点交渉権者との交渉 

契約交渉の相手方と協議が調わなかった場合又は契約交渉の相手方が失格事由

に該当した場合は、プロポーザルにおいて次点交渉権者となった参加事業者へ契

約交渉を行うものとします。 

 

第１６ 参加申込書等に瑕疵があった場合 

１ 参加事業者から提出された参加申込書等に瑕疵があることが判明した場合は、そ

の内容を審査委員会が審査し、その取り扱いについて決定します。 

２ 審査委員会において当該参加事業者に、瑕疵の内容についてヒアリングを行う場

合もあります。 

３ その瑕疵が重大又は悪質であり、プロポーザルの公正性及び公平性を著しく損な

うと認められる場合は、既に決定した事項を取り消す場合があります。 

 

第１７ 失格事由 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、失格となります。 

(1) 参加資格に該当しない場合 

(2) 提出書類を期限内に提出しなかった場合 

(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(4) プレゼンテーション及びヒアリングに参加しなかった場合 

(5) 選考の公平性を害する行為や一連の公募手続を通じて著しく信義に反する行為

がある等、審査委員会が失格と認めた場合 

 

第１８ 参加辞退 
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参加事業者は、「サービスセンター業務委託プロポーザル参加辞退届」（第 2 号様式）

を企画提案書の提出期限内に提出することで、プロポーザルを辞退することができま

す。辞退する場合は速やかに第 2号様式を担当部署まで持参又は郵送により提出して

ください。郵送とする場合は、その旨を事前に担当部署に連絡し、配達の記録が残る

方法とします。なお、辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはし

ません。 

  

第１９ その他 

１ 甲府市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認めた場合、プ

ロポーザルを中止、延期又は取消しすることがあります。この場合、参加に関わ

る全ての経費は、管理者へ請求できないものとします。 

２ プロポーザルに関して必要な費用は、すべて参加事業者の負担とし、提出された

関係書類等は返却しません。 

３ 企画提案書に記載した担当者を変更する場合には、速やかに担当部署へ届け出て

ください。ただし、その場合には従前の担当者と同等以上の技術を有することを

示す証拠書類等を添付してください。 

４ 企画提案に関する提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めません。ただし、

管理者が認めた場合はこの限りではありません。 

５ 第 1号様式を提出したことにより、関係法令等を遵守することを誓約したものと

みなします。甲府市上下水道局の条例など関係法令等に違反したことが発覚した

場合、瑕疵があった場合に準じて取り扱うものとします。 

６ 参加事業者は、当該プロポーザルにて知り得た情報等について他に漏らしてはな

らないものとします。なお、その職を退いた後も同様とします。 

７ 審査結果等についての不服及び異議申し立ては、受付しません。 


